
議第３５号 

広島県立県民の浜管理条例の一部を改正する条例の制定について 

広島県立県民の浜管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

広島県立県民の浜管理条例の一部を改正する条例 

広島県立県民の浜管理条例（平成２９年呉市条例第２２号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示

すように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第１２条，第１３条関係） 別表（第１２条，第１３条関係） 

 区分 単位 使用料   区分 単位 使用料  

 宿

泊

研

修

所 

宿

泊 

洋室 幼児 一人１

泊につ

き 

１，８００

円 

  宿

泊

研

修

所 

宿

泊 

洋室 幼児 一人１

泊につ

き 

１，９００

円 

 

 小・

中学

生 

一人１

泊につ

き 

６，０００

円 

  小・

中学

生 

一人１

泊につ

き 

６，２００

円 

 

 大人 一人１

泊につ

き 

７，５００

円 

  大人 一人１

泊につ

き 

７，７００

円 

 

 和室Ａ 幼児 一人１

泊につ

き 

１，８００

円 

  和室Ａ 幼児 一人１

泊につ

き 

１，９００

円 

 

 小・

中学

生 

一人１

泊につ

き 

５，２００

円 

  小・

中学

生 

一人１

泊につ

き 

５，３００

円 

 

 大人 一人１

泊につ

き 

６，４００

円 

  大人 一人１

泊につ

き 

６，６００

円 

 

 和室Ｂ 幼児 一人１

泊につ

き 

１，６００

円 

  和室Ｂ 幼児 一人１

泊につ

き 

１，７００

円 

 

 小・

中学

生 

一人１

泊につ

き 

４，８００

円 

  小・

中学

生 

一人１

泊につ

き 

４，９００

円 

 

 大人 一人１

泊につ

き 

５，７００

円 

  大人 一人１

泊につ

き 

５，９００

円 

 

 大広間 幼児 一人１ １，３００   大広間 幼児 一人１ １，４００  



及び小

広間 

泊につ

き 

円 及び小

広間 

泊につ

き 

円 

 小・

中学

生 

一人１

泊につ

き 

２，１００

円 

  小・

中学

生 

一人１

泊につ

き 

２，２００

円 

 

 大人 一人１

泊につ

き 

３，３００

円 

  大人 一人１

泊につ

き 

３，４００

円 

 

 一

時

使

用 

洋室 

和室Ａ 

和室Ｂ 

１室４時間ま

でごとに 

４，５００

円 

  一

時

使

用 

洋室 

和室Ａ 

和室Ｂ 

１室４時間ま

でごとに 

４，６００

円 

 

 大広間 １室４時間ま

でごとに 

１０，４０

０円 

  大広間 １室４時間ま

でごとに 

１０，６０

０円 

 

 小広間 １室４時間ま

でごとに 

５，２００

円 

  小広間 １室４時間ま

でごとに 

５，３００

円 

 

 イベン

トホー

ル 

１室４時間ま

でごとに 

２２，２０

０円 

  イベン

トホー

ル 

１室４時間ま

でごとに 

２２，７０

０円 

 

 大研修

室 

１室４時間ま

でごとに 

１１，９０

０円 

  大研修

室 

１室４時間ま

でごとに 

１２，２０

０円 

 

 小研修

室 

１室４時間ま

でごとに 

６，０００

円 

  小研修

室 

１室４時間ま

でごとに 

６，２００

円 

 

 運

動

広

場

等 

テ

ニ

ス

コ

｜

ト 

ハード

コート 

１面１時間ま

でごとに 

１，３００

円 

  運

動

広

場

等 

テ

ニ

ス

コ

｜

ト 

ハード

コート 

１面１時間ま

でごとに 

１，４００

円 

 

 人工芝

型 

１面１時間ま

でごとに 

１，６００

円 

  人工芝

型 

１面１時間ま

でごとに 

１，７００

円 

 

 運動広場 市長が別に定

める単位 

市長が別に

定める額 

  運動広場 市長が別に定

める単位 

市長が別に

定める額 

 

 そ

の

他

施

設 

桟

敷 

１日利

用 

１か所につき ２，５００

円 

  そ

の

他

施

設 

桟

敷 

１日利

用 

１か所につき ２，６００

円 

 

 通年利

用 

１か所につき ４６，８０

０円 

  通年利

用 

１か所につき ４７，７０

０円 

 

 シャワー １回につき ２１０円   シャワー １回につき ２２０円  

備考 備考 

(1) ～(3)  略 (1) ～(3)  略 

(4) 宿泊の際，洋室を一人で使用する場合

又は和室Ａを３人以下で使用する場合

(4) 宿泊の際，洋室を一人で使用する場合

又は和室Ａを３人以下で使用する場合



は，一人１泊につき１，０８０円を加算

する。 

は，一人１泊につき１，１００円を加算

する。 

(5)  略 (5)  略 

付 則 

 この条例は，平成３１年１０月１日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

 消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い，所要の規定の整備を

するため，この条例案を提出する。 

 

 


